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託送供給約款の接続送電サービス料金の引下げについて 
 
 
当社は，３月５日，経済産業大臣へ託送供給約款の接続送電サービス料金の引下げを申

請しておりましたが，本日承認を受け，４月１日から料金を引下げることとしましたので

お知らせします。 

平成 15年３月の電源開発促進税法の改正で，電源開発促進税率の段階的な引下げが決ま

ったことに伴い，平成 19年４月１日から電源開発促進税率が１キロワット時あたり４０銭

から３７．５銭に引下げられます。当社は，この税率変更に応じ速やかに引下げを実施す

るため，３月５日に電気事業法第 24条の３第２項のただし書に基づく申請を行っていまし

た。 

なお，承認された内容は以下のとおりです。 

１．接続送電サービス料金の電力量料金の引下げ 

（１）標準接続送電サービス料金 

 変更後 現 行 現行との差 

高  圧 ３円０２銭 ３円０５銭 ▲３銭 

特別高圧 
１キロワット時につき 

１円１６銭 １円１９銭 ▲３銭 

（２）時間帯別接続送電サービス料金 

 変更後 現 行 現行との差 

昼間時間 ３円４２銭 ３円４５銭 ▲３銭 
高  圧 

夜間時間 ２円４３銭 ２円４６銭 ▲３銭 

昼間時間 １円２４銭 １円２７銭 ▲３銭 
特別高圧 

１キロワット時

につき 

夜間時間 １円０３銭 １円０６銭 ▲３銭 

２．実施時期 

平成 19年４月１日から適用 

（参考）電源開発促進税法の改正 

（銭/kWh） 

 改正前 Ｈ 15 年 10 月～ Ｈ 17 年４月～ Ｈ 19 年４月～ 

電源開発促進税 ４４．５ ４２．５ ４０．０ ３７．５(▲2.5) 
＊（ ）内は現行との差 

以 上 


